
秋田英語英文学会会則 

 

一、名 称 

  本会は秋田英語英文学会（Akita Association of English Studies）と称し、事務局を秋田 

 大学内に置く。 

 

二、目 的 

  本会は英語教育、英語学および英語圏の文学・文化ならびにその関連諸領域の研究促進 

 ならびにその普及発展に寄与することを目的とする。 

 

三、事 業 

  本会は下記の事業を行う。 

    ⑴ 大会 （年一回） 

    ⑵ 機関誌『秋田英語英文学（Akita English Studies）』の発行 

    ⑶ その他本会の目的を達するに必要な事業 

 

四、組 織 

  ⑴ 会員 本会はその目的と事業に賛同するものをもって組織する。 

  ⑵ 役員 本会に下記の役員を置く。役員は総会で選出され、その任期は１カ年とする。 

       ただし再任を妨げない。 

     会長   １名    会務を統括し、会の責任者となる。 

     副会長  １～２名  会長を補佐する。 

  

    運営委員 学会運営に必要な人数 

   会長、副会長とともに運営委員会を構成し、会の運営にあたる。 

                運営委員の中に事務局長、機関誌編集委員長、会計各１名を置く。 

     会計監査 １名 

 

  ⑶ 顧問 本会の運営発展に特に功績のあった者を顧問とする。 

 

五、総 会 

  毎年１回、大会と同時に開き、役員の改選その他重要事項を議決する。また必要に応じて 

 臨時総会を開催することができる。 

 

六、会計 

  本会の経費は会員の納入する会費および寄付金をもってこれにあてる。会費の年額は一般会員は 

 2,000 円、大学院生は 1,000 円、大学生は 500 円とする。 

  ２年間にわたり会費を納入しない場合は、会員の資格を失うものとする。 

  会計年度は毎年 11 月１日から翌年 10 月 31 日までとする。 

  会計は年度末に会計監査による監査を受けるものとする。 

 

 

附  則  この会則は令和３年 11 月 1日から施行する。 

 


